
●電子申請のアカウント登録方法は２種類あります。

①アカウント登録手順について

①－１　ログインして申請に進むを選択するとログイン画面が表示されるので、最下にある

　　　　Grafferアカウントを作成するを選択する。

①アカウントの作成（推奨）

一度アカウントを作成したら２回目以降の申請時に

ログインするだけでメールアドレス等が自動入力されます。

今までに申請した手続き一覧を確認することも可能です。

②メールアドレスを認証させる。

アカウントを登録する手間なく申請に進めま

すが、各申請ごとに認証が必要です。

一回限りの申請の方にはおすすめです。
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①－２　アカウント登録には、３通りから選択が可能です。ご自身にあった手法で登録してください。

　　　　各登録方法については、以下の通りです。（LINEかGrafferアカウントを推奨）

●LINEでアカウント登録

　（ア）任意の方法からログインし、許可するを選択



（イ）通知用メールアドレスを入力して仮登録し、届いたメールに記載してあるURLをクリックし本登録を行う

●Grafferアカウントを登録

（ア）各項目を入力し、登録ボタンをクリックする

（イ）届いたメールに記載してあるURLから

　　　本登録を行う

本登録後、右上▽基本情報設定・変更から

各項目の追加入力をおすすめします。



②メールアドレス認証について

　　　申請に使用するメールアドレスを入力して、届いたメールから認証を行う

ご不明点ありましたら、北生涯学習センターまでご連絡ください。

電話番号：052-981-3636


